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〔要　　　旨〕

１　米政策改革大綱決定による米政策での国の役割後退方針，ＷＴＯ交渉でのアメリカ等か

らの大幅関税引下げ要求，総合規制改革会議等での農協批判等，農協系統を取り巻く情勢

は一段と厳しさを増している。

２　農協系統からも偽装表示や無登録農薬問題等を発生しており，協同組合組織であるが故

に，とりわけ厳しい批判を受けることにもなった。

３　こうした批判を受け，系統農協も，経済事業刷新委員会の設置，生産工程管理・記帳運

動の展開，全農安心システムの推進等に取り組んできた。

４　そして経済事業刷新委員会等での議論を踏まえて第23回ＪＡ全国大会組織協議案が作成

されたが，安全・安心な国産農産物の安定的な提供，地域農業の司令塔としての役割発揮，

地域に支持される協同活動の展開，農的価値の提供等が，農協の今日的役割として強調さ

れている。

５　こうした全国的な動きに先行して，経済事業の改革等に取り組んでいる農協も少なくな

く，ＪＡ越後さんとうは地域農業戦略，ＪＡ甘楽富岡は少量多品種生産からの改革，ＪＡ兵

庫六甲は地場販売の強化，ＪＡ都城は畜産の地産地消に取り組み，成果をあげてきた。

６　情勢等全般的動向，事例等を踏まえて，日本農業のすすむべき方向と考えられる地域社

会農業という視点から系統経済事業のあり方を考えると，安全・安心と環境保全型農業，

地産地消，営農指導の強化と多様な担い手による生産体制の構築，契約生産・出荷を強調

した系統共販，システム化の戦略的構築と活用，消費者との連携と広報の強化が求められ

る。

７　農協，特に経済事業や営農指導事業の改革に対する世間の関心が高まっているが，これ

らを乗り越えて事業の見直しをはかり，成果をあげていくことが，日本農業の再生のため

の必要条件でもある。

地域社会農業時代の農協経済事業
――安全・安心と地産地消からの見直し――
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農協系統を取り巻く情勢は一段と厳しさ

を増している。

一つは米政策改革大綱にともない消費者

重視，市場重視の視点から，国の役割が一

段と縮小され，民間の果たすべき役割が強

化されることになったが，米生産の過剰基

調の中で我が国の稲作経営を守り，かつ流

通が大きく変化する中で農協の事業を確保

し経営を維持していかざるを得なくなっ

た。食管制度からの食糧法へのソフトラン

ディングから，食糧法の本格的な展開への

移行である。

第二がこの背景にある輸入攻勢で，自給

率向上対策に努めながらも，食料自給率は

４０％（カロリーベース）で横ばいを続けてい

る。今般のＷＴＯ交渉ではアメリカ，ケア

ンズ諸国等から関税の大幅引下げを求めら

れており，交渉の先行きは予断を許さない。

第三に総合規制改革会議
（注１）

や経済財政諮問

会議
（注２）

において，農協の事業運営，系統経

済事業の見直しや，独占禁止法適用除外を

問題視するとりまとめが行われている。

第四に，偽装表示や無登録農薬問題等，

食の安全・安心をめぐる事件が相次いだが，

残念ながら農協系統もその当事者のらち外

ではなく，協同組合組織であるが故に，とり

わけ厳しい批判を受けることにもなった。

こうした情勢や批判を受けて，この１０月

に開催予定の第２３回ＪＡ全国大会の議案作

りのためにまとめられた組織協議案は，経

済事業に力点が置かれたものとなっている。

以上のように，系統農協のあり方，事業

運営等についてさまざまの議論が展開され

ているが，議論が錯綜している感なきにし

もあらずである。本稿では，ＷＴＯ体制下

の日本農業の方向としての「地域社会農業
（注３）

」

という視点を置きながら，系統経済事業と

そのベースとなる営農指導事業に焦点をあ

て，系統経済事業を中心とした農協の役

割・機能についてあらためて整理・確認す

ることとする。
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（注1） 01年４月に設置された総合規制改革会議は，
02年３月，規制改革推進３か年計画を決定して
いるが，その中の農林水産業・流通関係分野で
は，①農地利用規制の適正化等による優良農地
の保全，②農協の事業運営・系統事業の見直し
（経営の健全性の確保，分社化・事業譲渡等），
が書き込まれている。そしてこの中で協同組合
への独占禁止法適用除外についても問題視して
おり，これがその後の農協のあり方をめぐる議
論の通奏低音ともなっている。

（注2） 01年１月に設置された経済財政諮問会議で，
02年４月に武部農林水産大臣（当時）が説明した
「食と農の再生プラン」では，農協改革を農業
構造改革の一つとして位置づけている。そして
農協改革の４つの検討課題として，①消費者ニ
ーズへの的確な対応，②組織・事業の効率化・
スリム化，③アグリビジネスとの公平な条件の
確立，④補助金依存体質からの脱却，が掲げら
れ，これに沿って「農協のあり方についての研
究会」が設置され検討が行われてきたが，この
３月に報告書「農協改革の基本方向」がとりま
とめられ答申された。
農協改革の基本方向として，①国産農産物の

販売の拡大，②生産資材コストの削減，③生活
関連事業の見直し，④経済事業等の収支均衡，
があげられている。そしてそのための農協改革
の推進力として，①中央会のリーダーシップの
発揮，②全国的な農協改革実践運動，③全農改
革の断行，が期待されている。

（注3） 拙稿「地域農業，そして地域社会農業へ」
本誌03年４月号。

１章であげた四つの情勢のうち，はじめの

三つは農協系統にとっては基本的に外部要因

と位置づけることができるが，ここでは内部

要因として位置づけられ得る食と農をめぐっ

ての事件にからんでの情勢のみ，取り上げる。

（１）事件等の経過と内容

ａ　偽装表示

０１年９月に我が国でもＢＳＥ（牛海綿状

脳症）が発生したが，これにともなう生産

者の打撃を緩和するため１０月から１１月に

かけて未検査牛肉の買上げ・市場隔離が行

われた。雪印食品の関西ミートセンターは，

オーストラリア産牛肉を国産牛の箱に詰め

替えて偽装を行い，補助金を不正に受給し

たことが，０２年１月に発覚。その後，日本

を代表するいくつもの食品企業が同様に，

補助金の不正受給を行っていたことが判明

するとともに，ＢＳＥがらみだけではなく，

また農産加工品をも含めて偽装表示がある

ことが次々と発覚し，厳しい社会的批判を

受けることになったものである。

こうした中で，０２年３月，全農チキンフ

ーズが鹿児島くみあいチキンフーズを通じ

て加工したタイ産と中国産の鶏肉を国産と

偽って表示し，埼玉県内の生協に販売した

ことが判明。すぐさま続いて茨城玉川農協

が東都生協と産直契約を締結している豚肉

の一部に契約と異なる豚肉を使っているこ

とが判明した。その後もいくつもの農協で

の虚偽表示が判明し，最近では，全農ふく

れんが，生協から受託製造した茶３製品で，

県外産を混ぜたり，契約と異なる製品を販

売していたことが明らかとなり，農林水産

省から全農に対して業務停止命令が出され

ている。

ｂ　無登録農薬

０２年７月，山形県において無登録農薬
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２　偽装表示事件等による

信頼喪失



であるダイホルタン，プリクトランを販売

していた２業者が，農薬取締法等違反の容

疑で逮捕された。

これにともない農林水産省は各都道府県

に対して，情報の収集と販売業者等への農

薬取締法にもとづく立入検査を指示すると

ともに，すべての農薬販売業者への無登録

販売に関する総点検を実施した。

この結果，全国に約７万ある農薬販売業

者の営業所数のうち，過去３年以内で無登

録農薬を販売したものが２５４あることが確

認された。そして，このうち２０の農協の

５０営業所でも無登録農薬を販売していた

ことが判明した。

（２）政策対応

ＢＳＥや偽装表示，無登録農薬問題等の

発生を受けて，０３年３月から改正農薬取締

法（無登録農薬の輸入，製造，販売，使用の

禁止。有機栽培で，病害虫防除に使用されて

いる食酢等を「特定農薬」にして，例外扱い

とした）が施行されるとともに，食品安全

基本法（食品の安全確保の基本理念を定める

とともに，食品の安全性を科学的に評価する

食品安全委員会の設置），農林水産省設置法

改正（食糧庁を廃止し，消費安全局を新設），

牛肉トレーサビリティー法（牛肉の生産・

流通・消費の各段階で，個体識別番号が正確

に管理・伝達される制度の構築），食品安全

確保関連法（食品安全基本法制定にともなう

肥料取締法，家畜伝染病予防法等の改正），

ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点方式）法改正

（現行法の適用期限を５年間延長等），飼料安

全法改正（有害な物質を含む飼料の製造，販

売，輸入，使用を禁止），食品衛生法（と畜

場法，食鳥処理法を含む）改正（残留基準を

設けていない農薬を検出した食品の流通禁止，

食品表示違反などの罰則強化），健康増進法

改正案（健康の保持増進の効果などについて，

虚偽や誇大広告などの表示の禁止）がこの４

～６月に成立している。このように，政府

は０２年４月に発表した「食と農の再生プラ

ン」に，その後の情勢変化も織り込みなが

ら，食品の安全行政を本格化させつつある。

（１）事件発生から今日まで

系統農協も内外からの厳しい批判を受

け，矢継ぎ早に対策を講じてきたが，これ

らへの取組みの積み重ねがＪＡ全国大会組

織協議案として凝縮されることになる。

＜経済事業刷新委員会＞

偽装事件発生にともない，対応の軸とな

っているのが経済事業刷新委員会である。

ＪＡ改革推進本部委員会のもとに，農業

者・農協代表に，外部から消費者・学識者

等を加えて，０２年４月に設置された。

本委員会は，①ＪＡグループ全体の食品

表示にかかる自主点検・検証の実施，②経

済事業システムの刷新方策検討，③ＪＡグ

ループにおける国産農産物の安全・安心シ

ステムの展開についての検討・実施を行う

ことをねらいとしている。

早々に０２年６月には経済事業刷新につい

ての中間とりまとめを行い，消費者に信頼
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３　系統農協の対応



される経済事業システムの刷新方策（①産

地偽装・優良誤認，②表示制度，③消費者窓

口相談，④加工・流通段階における安全・安

心の確保，⑤消費者と連携した地域での営

農・販売の取組み，⑥トレーサビリティーを

中心とした安全・安心システムの展開，⑦食

品の安全・安心についての考え方）と，経済

事業の構造や組織・ガバナンス（①経済事

業の意識構造の変革，②経済事業におけるガ

バナンスのあり方，③経済事業における危機

管理・法令遵守）についての基本方向を打

ち出した。

その後，無登録農薬使用問題等が発生し

たことから，中間とりまとめを踏まえて

「安全・安心な農産物供給のための自主行動

基準」の策定について協議が行われ，さらに

農林水産省の「農協のあり方研究会」での

検討の方向をも勘案して，経済事業改革の

方向について議論が行われ，これらがＪＡ

全国大会組織協議案に反映されてきた。

＜生産工程管理・記帳運動＞

経済事業刷新委員会での中間とりまとめ

に続いて，７月に決定された「食料の安

全・安心確保に向けたＪＡグループの取組

方針」の柱として，生産工程管理・記帳運

動が位置づけられている。偽装事件からの

信頼回復をはかるためには生産履歴の開

示，いわゆるトレーサビリティー・システ

ムの確立が不可欠であることから，その前

提となる安全な農産物づくりと，その記帳

への取組運動を開始している。
（注４）

＜全農安心システム＞

こうした取組みのモデル，下敷きとなっ

ているのが全農の検査・認証制度である

「全農安心システム」である。００年１０月に

開催された第２２回ＪＡ全国大会に先立って

スタートさせたもので，生産指導をもとに

消費者，取引先等のニーズに対応した農産

物生産を振興するとともに，その生産方法，

生産工程等に関する情報を開示し，これを

検査認証することにより客観化しようとす

るものである。

全農安心システムは，①有機農産物には

限定せず，国産農産物全般を対象，②法律

にもとづくシステムではなく，あくまで全

農による自主検査認証，③ＪＡＳ法有機認

証システムでは任意とされている残留農薬

検査の義務付け，等の特徴を有している。

四つの部門，すなわち米穀部門（安心米），

園芸部門（安心野菜），畜産部門（ナチュラ

ルビーフ），複合部門（地域循環型農業）に

分けて認証が行われており，０３年３月１３日

現在での認証実績は３７産地，３１加工場と，

地道に実績を重ねつつある。

（注4） 具体的には，生産者は適切な生産基準にも
とづいて生産（生産工程管理）を行い，その内容
を記帳することになるが，農協はこうしてでき
た農産物を分別管理して販売し，消費者や取引
先に対して生産情報を開示していくことになる。
記帳は３種類の生産日誌，すなわち①栽培日誌，
②防除日誌，③収穫出荷日誌，からなり，栽培
日誌では圃場概要，作業工程，収穫量，投入資
材の施用内容実績を，防除日誌では防除に用い
た農薬を，収穫出荷日誌では収穫・出荷につい
ての実績を記帳することになる。
生産者は生産基準ごとにグループ化され，グ

ループの中から生産工程管理責任者が選出され
るとともに，農協は各グループについて生産工
程管理担当者，出荷管理担当者，情報管理担当者
を決める。記帳の確認はまずは生産者自らが自
己点検を行うが，生産工程管理担当者，集出荷担
当者による担当者点検も行われ，点検結果は生
産工程管理責任者に報告されるとともに，グル
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ープメンバーの指導に役立てられることになる。
こうした生産工程管理，記帳にともなう情報

は，生産者グループ単位で包装資材にシール等
を貼り，そこにホームページアドレスを記載し，
農産物の購入者がこれを見てアクセスしてくる
ことを想定している。
記帳された書類は，いつでも消費者等からの

クレーム，情報開示要求に対応していくため保
管される。農協によっては記帳内容をファック
ス等で農協に連絡させ，これをデータベース化
することによって迅速な対応を可能にすると同
時に，これを有機認証等書類作成にも利用する
ことにより，生産者等の事務処理の合理化，さ
らには生産・販売，経営管理等，多目的かつ有
効に活用していくことまでをねらいとしている。

（２）第23回ＪＡ全国大会組織協議案

この１０月に開催予定の第２３回ＪＡ全国大

会で，今後３年間のＪＡグループあげて取

り組んでいく方向なり重点実施事項が決議

されることになっているが，目下，そこでの

議案を決定していくための組織協議が行われ

ている。ここで決議される議案は，ＪＡグル

ープの基本法とでもいうべき重要な意味を担

っているものである。

組織協議案の「Ⅲ ＪＡグループのめざす

べき方向」は，５つの今日的役割，３つの

基本姿勢，４つの重点目標，が掲げられ，

これに続いて「Ⅳ ＪＡグループの重点実施

事項」が展開されている。
（注５）

そして，経済事業については早急な手当

てが必要であるとして，ＪＡ全国大会前ま

でには，各農協の事業部門別，支店等別に

損益を把握するとともに，農家，組合員等

の要望も反映した経営改善目標，要員計画

作成をすすめることにしている。

さらには，①経済事業の収支均衡を目指

す経営目標の設定，②生産履歴記帳運動等

重点改革項目の取組度を評価する手法の導

入，を柱とする「経済事業版・自主ルール」

の導入も決定されている。

まさに背水の陣とも言うべき取組みを展

開しつつあるのである。

（注5） その要点は以下のとおりである。
「Ⅲ ＪＡグループのめざすべき方向」
＜ＪＡの今日的役割＞
①安全・安心な国産農産物の安定的な提供
②地域農業の司令塔としての役割発揮
③地域に支持される協同活動の展開
④農的価値の提供
⑤国民経済に果たすＪＡの役割
＜取組みの基本姿勢＞
①信頼
②改革
③貢献
＜取組みの重点実施事項＞
①安全・安心な農産物の提供と地域農業の振興
②組合員の負託に応える経済事業改革
③経営の健全性・高度化への取組強化
④協同活動の強化による組織基盤の拡充と地域
の活性化

「Ⅳ ＪＡグループの重点実施事項」
＜１ 安全・安心な農産物の提供と地域農業の

振興＞
①生産・流通段階の安全・安心の取組み：生産
履歴記帳運動，品質管理，食の安全・安心委
員会の設置

②生産・消費を通じた食料自給率向上の取組
み：麦・大豆・飼料作物等の生産振興，日本
型食生活の普及推進，農業振興条例策定の働
きかけ

③地域農業戦略を基本とした米改革の推進と営
農販売の強化：地域農業戦略の見直しと地域
水田農業ビジョンの策定，生産者組織の再編，
多様な販売チャネル，営農指導体制の整備・
効率化

④地域における担い手の育成・確保と支援対策
の実施：地域の担い手の明確化・共有化，担
い手対策の取組み強化，集落営農育成と段階
的法人化，ＪＡによる法人化支援策法人化へ
の対応

⑤販売を起点としたＪＡグループ米事業の改
革：販売を起点にＪＡの取組みを基本とした
米事業への転換，消費者接近型の販売事業の
展開

⑥環境等に配慮した地域農業の振興：環境保全
型農業の推進，耕畜連携を軸とした資源循環
型農業の推進

⑦公平な貿易ルールづくりと農業経営の安定対
策の拡充：公平な貿易ルールづくりへの働き
かけ，国際競争に耐えうる生産基盤の強化，
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経営安定対策の拡充
⑧地域からの情報発信と理解促進をはかる広
報・農政活動の展開：ＪＡ・県域での担当部
署・消費者窓口の設置，統一広報の検討，市
町村段階でのフォーラムの設置

＜２ 組合員の負託に応える経済事業改革＞
①ＪＡの経済事業改革（ＪＡの直接販売３年間
で２倍程度／原則輸入農産物を扱わない運動
提起／３年以内に配送拠点を１ＪＡ１ケ所以
下／赤字事業の統廃合や外部化／ＪＡ全体の
要員数３年で10％削減）：販売事業戦略の見
直し，生産資材価格の引下げ，生活関係事業
について事業範囲の見直しと外部化の観点で
取組み

②統合効果を発揮する全農事業システム改革
（全農安心システムの取扱高05年度までに10
倍以上／弾力的な価格設定／Ａコープの広域
会社化）：全農はＪＡの経済事業改革を支援
促進する観点から，県域・全国域の枠組みを
払拭し，一体となって，統合連合組織として
最も効率的な事業システムをＪＡに提供する
ため，事業システムを抜本的に見直し

③経済事業改革を確実に実践する仕組みの構
築：経済事業改革を確実に実践するための実
践・推進体制の整備，ＪＡ全国大会までの経
済事業改革の実践，中央会を中心とした経済
事業改革の促進，経済事業改革の進捗管理と
評価

＜３ 経営の健全性・高度化への取組み＞
①～⑧　　略
＜４ 協同活動の強化による組織基盤の拡充と

地域の活性化＞
①～⑤　　略

こうした全国的な動きに先行して，独自

に経済事業をはじめとする事業見直しに取

り組み始めている農協も少なくない。網羅

的，体系的ではないが，ここで注目すべき

活動を展開している農協の事例を取り上げ

ておきたい。

ａ　JA越後さんとう（新潟県）

――地域農業戦略
（注６）

＜位置，環境＞

０１年３農協が合併したもので，農業振

興を先導的に取り組んできたのが旧ＪＡこ

しじである。（以下は基本的に旧ＪＡこしじ

を対象とする。）

米の単作地帯にあり，平均耕作面積は１．７

ｈａである。

＜農協の姿勢，組織等＞

「環境にやさしい未来農業をめざして」

「地域とともに　地域社会との共生」の二

つを経営理念としている。

また，「地産地消は生産と生活の結合で

あり，農業の原点」でもあるとして，生産

と生活を一本化して営農事業に位置づけ，

生活に根ざした総合産地化を実現しようと

してきた。

＜販売戦略と成果＞

米については「安全・安心な健康米」づ

くりと分別管理による有利販売を基本にし

ている。

すなわち東京都ガイドラインスーパーコ

シヒカリ（特別栽培米），農水省ガイドライ

ンスーパーコシヒカリ（特別栽培米），一般

コシヒカリ（土づくり特殊栽培米），魚沼コ

シヒカリの四つに分別されている。

さらに人工衛星から稲を撮影してその葉

緑素量を解析し，刈り取り前の生籾のタン

パク含量を割り出して価格差を設けてい

る。チッソの施用を控えるとタンパク含量

が多く食味もいいという相関関係を活用し

て，人工衛星によって水田の一筆管理を可
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能にしているものである。そしてこうした

きめ細かな分別管理を可能にしているのが

カントリーエレベーターの存在である。

一方で，水田単作から脱却して総合産地

化にも取り組んでおり，地産地消の推進，

地域内自給率を４５％（カロリーベース）に

引き上げることを当面の目標にしている。

農産物直売所での販売に力を入れており，

合併後の管内６町村にはすべて農産物直売

所が設置されている。野菜にとどまらず，

味噌，漬物等加工品にも力を入れており，

「農協が仲介してそのおすそわけを地域内

の消費者の食卓に届けて」いくという考え

方を基本にしている。

＜担い手と営農指導＞

集落営農を推進してきたが，担い手の高

齢化にともない流動化した農地が増加して

いる。そのための受け皿づくりが必要であ

るとして，「集落営農の延長としての法人

化」という方針のもとに，任意生産組織を

段階的に法人化して，１集落１法人を設け，

土地利用型農業の主たる担い手として育成

してきた。あくまで兼業農家と共存可能な

かたちで法人化が推進されてきた。

一方，女性や高齢者を中心とした多様な

担い手による少量多品種の生産体制づくり

もすすめられてきた。

＜安全･安心＞

地域内の農業資源を循環利用しての堆肥

製造による土づくりを行い，「安全・安心な

健康米」として減農薬減化学肥料による栽培

に取り組むとともに，土壌分析も行ってきた。

＜その他＞

農協の農業振興策と町づくり計画が整合

性をもち，かつ農業を軸とした地域作りを

すすめていくため，農家，地域住民，農協，

行政が一体となって取り組んできた。町の

「農業総合整備構想」では，「個性豊かなゆ

とりと潤いと活力のある田園都市越路町」

がビジョンとして掲げられている。

ｂ　ＪＡ甘楽富岡（群馬県）

――多品種少量生産からの改革
（注７）

＜位置，環境＞

群馬県の南西に位置し，首都圏まで高速

道路を使えば車で１時間前後。典型的な中

山間地域にあり，水田は少なく，養蚕とコ

ンニャクが主要農産物である。

＜農協の姿勢，組織等＞

５つの原則を置いている。

①農協の本業である営農関連事業の独

立採算を目指す。

②生産者手取りの最優先

③平等の原則から公平の原則への転換

④農業を基軸とした地域づくり

⑤ＩＴ活用による事業変革

「本業回帰が農協改革の出発点」である

として，指導，販売，購買，加工，利用の

５部門からなる営農事業本部を設置し，営

農関連事業の独立採算制を採用している。

＜販売戦略と成果＞

農村労働力の流出と養蚕の衰退によっ

て，地域農業の見直しを余儀なくされ，地

域特性を生かしての多品種少量生産に転換

した。
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９７年に「甘楽富岡地域農業振興計画

『ベジタブルランドかぶらの里』」を策定し，

「首都圏の消費者ニーズに適合した生鮮野

菜を開発する。一方で地場消費を起こし，

地域消費に対応した農業生産で，地域の野

菜の総合産地として再生」することを打ち

出した。

地場消費を掘り起こし，地域自給をたか

めていくために，農協直営の「食彩館」を

設け，生産者が出荷する農産物については，

生産者が自ら包装し，値決めも行い，消費

者の反応，売れ行きをみながら腕を磨いて

いくことができるようにしている。一定水

準にまで達した生産者は，量販店に設置さ

れた農協の直売コーナー「インショップ」，

さらには市場への出荷へと移行していくス

テップアップ方式が取り入れられている。

そして食彩館，インショップで販売され

る野菜は，朝どりの“Ｄ－０（デイ・ゼロ）”

を目玉としている。

９９年度の農産物販売額は１０２億７千万円

で，量販店・生協への複合相対取引が約６５

％，市場出荷が約２８.７％，直売部門が約６.３

％となっている。

＜担い手と営農指導＞

農家を土地所有型農家，自給型農家，販

売型農家の三種類に分け，高齢者や女性が

気軽に野菜生産に取り組める小規模野菜生

産集団を育成するとともに，需要に対応し

た生産を実践できる地域づくりをすすめて

きた。これが生産技術のレベルアップにと

もなう出荷先のグレイドアップと連動して

いる。

営農指導員を５０数名に増強するととも

に，管内ナンバーワンといわれる熟練の専

業農家を「営農アドバイザリースタッフ」

として委嘱し，販売に見合った営農指導体

制強化に努めてきた。

＜安全・安心＞

養蚕時代には県防除指針により低毒性農

薬が指定されており，野菜に切り替わった

現在もこの指針にもとづき，低毒性農薬を

使用し，天敵も活用できるようにしている。

＜その他＞

多品種少量生産とその出荷を可能にして

いるのが，電算システムで，資材の予約購

買によって，「その作目の作付け段階で，

管内の栽培面積をほぼ把握している。した

がって管内の生産物の出荷時期と品目別生

産量もほぼ予測」可能となっている。さら

には「だれがいくら売ったかというような

個別生産者の売上データや，何の品目がど

こにいくら売れたかという品目別データま

で収集」されている。

また，「遊休荒廃農地利活用プロジェク

ト」を立ち上げており，潜在的生産者掘り

起こしによる多品種少量による野菜生産の

拡大をはかる第１構想，梅や花木栽培，レ

ンタカウ制度を導入する第２構想，防災公

園・クラインガルテンをつくる第３構想ま

である。そしてこの構想のねらいは，「防

災機能による地域住民の安心・安全な生活

の創造，農業を基本とした新たな観光資源

と人々の豊かな生活文化の創造，農業を通

した生涯教育による人材の創造，農業を通

した癒しや憩いによる心身の健康の創造な
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ど」に置かれている。

ｃ　ＪＡ兵庫六甲（兵庫県）

――農都不二で地場販売強化
（注８）

＜位置，環境＞

神戸市，尼崎市，西宮市等の大都市も含

めて管内７市１町，総人口３１１万人の大消

費地圏にある。００年に９農協が合併し，組

合員数４万の大型農協である。

＜農協の姿勢，組織等＞

「‘０６ビジョン（計画）」において，地産地

消のキーワードとして“身土不二”に“農

都不二”を加えた。流通構造の変化・多様

化に対応していくためには，民間企業に負

けないだけの営業力と企画力を獲得し，

「農協から有利販売のスタイルを提案して

いく」ことが必要であるとしている。また，

生産額２２０億円の管内農産物を地元で全量

販売できる体制の確立に努めている。

＜販売戦略と成果＞

旧ＪＡ神戸西では，農協が契約農家グル

ープを組織化し，量販店の店舗や集荷セン

ターに野菜を直接運ぶ「ＪＡダイレクト便」

を開始し，０２年度は農協の青果物販売額の

約１割をこれによって販売している。

しかしながら生協，量販店の競争が激化

するのにともない，小ロットによる安定供

給を強く求められるようになり，直売所で

の販売に入力するようになってきた。内容

的には，これまでの女性組織主体の小規模

直売所「農協市場館」から，専業農家も出

荷する大型直売所に重点を置くようにし，

合併後３か所でオープンした。

この方針変更の底にあるのが，阪神市場

から地元新住民へのターゲットの転換であ

る。これを可能にするため青空市での経験

を５年間積み重ね，多品目栽培への切り替

えを行うともに，出荷組織を育成してきた。

＜担い手と営農指導＞

同じ農協の管内とはいえ，地域ごとに性

格が異なることから，管内を４つのブロッ

クに分け，地域特性に応じた営農振興をは

かっている。営農総合支援センターを拠点

に営農相談体制の強化に努めているが，販

売戦略の実践を可能にする大きなポイント

は，営農相談員がきめこまかに地域の組合

員に対応できるかどうかにあり，営農指導

員の組織作成能力と運営能力が問われてい

るとしている。

＜安全・安心＞

有機農業運動の先進地として環境保全型

農業を掲げて生協や消費者グループとの産

直提携に早くから取り組んできた実績を有

している。

＜その他＞

合併組合の一つ旧ＪＡ神戸西は，阪神大

震災の際の炊き出しをはじめ，被災地の食

を支えた活動で知られている。そして，目

下，ＪＡ兵庫六甲が中心となって，旧ＪＡ

神戸市西管内を対象に地元で生産された農

産物と交換できる地域通貨「ＫＯＢＥたべ

もの通貨」の導入が検討されている。

農協，生協，生産者，消費者団体，環境

ＮＰＯ，福祉ＮＰＯ，地元企業等が出資して

「たべもの通貨協議会」を発足させ，出資

金を基に通貨を発行していく構想である。
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農業体験・援農や観光農園の利用，生産者

と消費者の交流イベント等へ参加した場合

に地域通貨が交付され，ＪＡの直売所で農

産物を購入する代金の一部に充当できるほ

か，生産者が農業資材を購入する場合，あ

るいは買い物代行，パソコン指導等，市民

相互のサービス交換の場合にも使用可能に

することが計画されている。

「ＫＯＢＥたべもの通貨」によって環境保

全機能（たべもの通貨による環境ＮＰＯ活動の

支援），コミュニティ再生機能（地域生活者

の潜在能力を引き出し，市場にたよらない相

互扶助関係創出），トレイサビリティ機能

（顔の見える関係を構築し，生産工程の管理と

記帳），地域経済活性化機能（活動の活性化

による事業者，生活者への利益還元）の発揮

が期待されている。

ｄ　ＪＡ都城（宮崎県）

――畜産の地産地消
（注９）

＜位置，環境＞

宮崎県の南西部，霧島山の東南側，都城

盆地の中央に位置する南九州の中核都市

で，全国でも有数の畜産地帯を形成してい

る。同市の農業粗生産額３３２億円（９９年度）

のうち畜産は２６１億円と７８.６％を占めてお

り，肉用牛６３億円，乳用牛３０億円，豚９４億

円，鶏７２億円と，各畜種ともに一大産地を

形成している。

＜農協の姿勢＞

経営方針として４つの柱を掲げている。

①組合員（利用者）との密接な関係の構

築

②組合員（利用者）ニーズに沿った事業

の展開

③高品質のサービスと商品の提供

④組合員（利用者）への最大の利益提供

と農協の経営安定

ＢＳＥ発生以降は地産地消への取組みを

一段と強めている。

＜販売戦略と成果＞

都城市は，８９年に健康な都市づくりを目

指して「ウエルネス都市宣言」を行い，そ

の広がりの中で，都城のＰＲと地元産業の

振興と発展をはかるため「ウエルネス都城

ブランド確立事業」と，その具体化として

の「ウエルネス都城産品推奨運動」に取り

組んできた。

このウエルネス都城産品推奨運動は，①

都城産である（識別機能），②生産者・製造

者の顔が見える（信頼機能），③元気がつま

っている（意味付け機能），の三つの機能を

もとに，一定の基準を満たした産品を「ウ

エルネス都城産品」としてシールを貼って

推奨している。これによって都城産品の特

徴を広くアピールするとともに，地産地消，

地元産業の振興をねらいにしている。

０２年１０月末現在で，９事業者，２９品目

が推奨されており，具体的にはジャンボイ

ンゲン，小松菜，大根，サツマイモ，ごぼ

う等各種野菜（推奨基準は有機ＪＡＳ認定），

牛肉（黒毛和牛で，日本格付協会の格付等級

が４等級以上），加工品では有機らっきょう

甘酢漬（有機ＪＡＳ認定），さらには大弓，

木刀，ロクロ工芸品等（経済産業大臣指定

伝統的工芸品，宮崎県指定伝統工芸品）が対
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象となっている。

この運動の事務局は市役所のウエルネス

課に置かれているが，当農協も本運動の企

画段階から市と一体になって取り組んでき

た。そもそも畜産の指導・販売にはきわめ

て熱心な取組みを積み重ねてきており，肥

育牛課を設置し，技術向上による高品質の

牛肉生産の指導に努めており，この結果牛

肉についてはＪＡ都城肥育牛部会（会員生

産者１４０戸，飼養頭数約１万３千頭）が推奨

事業者の指定を受けている。

そして牛肉だけでなく農産物全体の地産

地消を推進していくために，国道１０号線沿

いに，延床面積１,１４５㎡の「産地形成促進

施設・ＡＴＯＭ（アトム）」を設置し，「都城

和牛」はもちろんのこと，「都城馬刺し」

「都城豚」「都城米」「都城野菜」，さらには

「都城漬物」までふんだんに並べられており，

生産部会，アトム朝市会，ＪＡ女性部等か

ら商品を調達している。ＡＴＯＭの売上高

は約５億円（０２年度）で，このうち地元農

産物は牛肉２.４億円，野菜０.２億円等となっ

ている。またＡＴＯＭのある同じ敷地内に

ＪＡ直営の「リバーサイドマックレストラ

ン」があり，ここで「都城和牛」を使った

料理の食体験ができるようになっている。

当ＪＡは，ＡＴＯＭだけでなく，このほか

に９の直売所を設けており，これに管内に

７つある朝市を加えた「地産地消に関する

農産物販売所」の地図入り一覧表を作成・

配布するなど，地産地消に徹底的にこだわ

った取組みを展開している。さらにはコー

プ宮崎都北店への地場野菜供給，地場産業

振興センター等に対する支援にも力を入れ

ている。

＜担い手と営農指導＞

品質向上と技術のレベルアップをねらい

に二つの肥育牛センター（常時肥育頭数は，

両センター合わせて約５００頭）を保有・運

営しており，肥育牛センターで飼料供給方

法や血統等さまざまなデータがとられ，こ

れらを解析した結果がＪＡの７名の指導員

によって生産農家指導にフィードバックさ

れ，地域全体の技術水準のレベルアップ，

肉質向上をもたらしている。

＜安全・安心＞

ＢＳＥが発生する以前から個体管理を導

入しており，このため独自の耳標を採用し

て管理を行ってきた。ＢＳＥ発生後は全国

のシステムに合わせているが，トレイサビ

リティは当然のこととして取り組まれてき

ている。

（注6） 農山漁村文化協会「特集 JA越後さんとう
の『営農復権』」自然と人間を結ぶ・農村文化運
動167を参照した。

（注7） 農山漁村文化協会「特集 JA甘楽富岡ＩＴ
革命」自然と人間を結ぶ・農村文化運動157，同
「特集 JA甘楽富岡に学ぶＩＴ時代の農協革命」
同161を参照するとともに，黒澤JA甘楽富岡営
農事業本部長（当時）からのヒアリングによる。

（注8）「農の未来―営農販売強化への道」地上03年
６月号を参照するとともに，JA兵庫六甲本野営農
事業本部･専任管理職からのヒアリングによる。

（注9） JA都城資料，および同JA中村氏からのヒ
アリングによる。

あらためて系統経済事業を中心に農協の

役割・機能について整理していくにあたっ
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て，筆者はこれからの日本農業のすすむべ

き方向から考えるべきであり，これと現場

での実践事例とを重ね合わせることによっ

て，農協に期待される役割・機能が見えて

くるように考える。

ＷＴＯ体制下の我が国農業を守っていく

ためには，直接支払等支援と国境措置によ

る経営の下支えと激変緩和を前提としなが

ら，適地適作で安全・安心な農産物を生産

していくとともに，地域自給，地産地消を

基本に，食文化を尊重し，景観やそこに住

むこと自体が誇りと感じられるような農

業・農村，そして消費者とのコミュニケー

ションの形成が重要であるとして，これら

を総合した取組みの中における農業を「地

域社会農
（注
業」
10）
として，これを強調してきた。

すなわち，系統経済事業をめぐってさま

ざまの次元からの批判，提言等がなされて

いるが，地域社会農業を軸にしながら農産

物流通，営農，そこでの農協の役割・機能

を整理していくことが重要である。

農業（農産物）は，安定供給，安全・安

心，価格，品質，コミュニケーション等の

各要素に分解される（第１図）。食料が潤

沢に供給され，また所得が向上するにつれ

て，より品質，コミュニケーションが重視

されるようになるのが基本的構図である。

（１）安全・安心と環境保全型農業

ここで我が国農業の大きな方向性は品質

重視，コミュニケーション重視ということ

になるが，当面の最大課題は安全・安心の

確保である，ということがいえる。

ａ　安全・安心

すなわち輸入との関連でいえば，野菜の

場合，以前は我が国では生産されないもの，

あるいは季節のずれや逆転を利用しての輸

入が主であった。これが近時の中国，韓国

からの輸入については出荷時期はほとんど

関係なく，低価格による大量供給によって，

国産野菜が席捲されてきた。

しかしながら一昨年暮れに発覚した中国

野菜残留農薬問題は，低価格といえども当

然のこととして前提されていた安全・安心

が脅かされることになり，急激に増加して

きた輸入が停滞することとなった。

ところが，その後，我が国で偽装表示や

無登録農薬問題が発生し，国産だからとい

って決して安心はできないとして，消費者

の国産に対する信頼もまた大きく揺らぐこ

とになったのであった。

安全・安心は基本的ニーズであり，この

安全・安心対策は，価格，品質等に優先し

て講じられるべきである。中国では０２年８

月に「輸出入野菜検査検疫管理弁法」を制

定し，登録認定された野菜栽培基地からの

輸出だけが認められるようになり，厳しい
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農薬の管理体制がひかれ，すべての農薬使

用を記録することが義務づけられている。

また，中国国内に流通する農産物について

も「無公害食品行動計画」に国をあげての

取組みをすすめており，遠からず「無公害

食品」が流通する農産物の大宗を占めるこ

とが期待されている。したがって，安全性

を獲得した中国野菜の日本への輸出が勢い

を再び取り戻す日は，そう遠くはないもの

と見込まれる。

我が国農産物での残留農薬問題は心配な

いとはされているが，現状，環境保全型農

業の取組面積割合は１６.１％（０１年度）にす

ぎず，減農薬減化学肥料栽培等への取組み

を本格化させ，一般化させていくことが必

要である。

ｂ　トレーサビリティー

安全・安心に関連して，偽装表示事件発

生以降，我が国行政がもっとも力を注いで

きたのがトレーサビリティーの確立であ

る。偽装表示，虚偽表示を排除し，消費者

の信頼を回復するため，消費者が農産物を

購入するにあたって，その農産物の川下か

ら川上までさかのぼって，その生産，加工，

流通にかかる履歴・情報がわかるようにす

るものである。

そしてこの５月に成立した食品安全基本

法に続いて，この６月には牛肉トレーサビ

リティー法も成立しており，これを牛肉以

外の畜産物や，米，野菜・果実にも広げよ

うとする動きもある。

基本的にトレーサビリティーは記録に手

間がかかるとともに，加工・流通工程での

分別管理が必要であることから，そのため

の設備増強を余儀なくされ，情報処理シス

テム構築を含めてコストアップ要因にな

る。

また，牛のように個体管理ができるもの

についてのトレーサビリティーは比較的容

易であるものの，豚，鶏について個体管理

は無理であって群管理とならざるをえず，

米等も含めて，分別管理等技術的にもコス

ト的にも困難性は高い。

なお，トレーサビリティーは，情報が真

正で正確であってこそ生きてくるものであ

り，情報に対する信頼のうえに成立してい

るものである。生産者なり農産物を扱う関

係者とのコミュニケーションが最終的な拠

りどころとなる。

系統で取り組んでいる生産工程・記帳運

動が基本で，トレーサビリティーがコスト

的にも技術的にもさほど負担にならないも

のに限ってシステム対応していくべきであ

ろう。あくまで生産工程・記帳運動を徹底

させ，必要な場合にはいつでも情報を開示

できるような状況を早急につくっていくこ

とが前提になる。そして何よりも実態とし

て環境保全型農業による生産を一般化させ

ていくことが本質的により重要である。

環境にやさしい農業により，水田をはじ

めとする農地の豊富な生態系を維持し，野

鳥等が飛来する景観をつくっていくこと

は，農業の多面的機能発揮の重要な一翼を

担うものであり，我が国農業の存在意義，

それをもとにしての直接支払等支援を可能
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ならしめるための必須の材料でもあるので

ある。

（注10）地域社会農業を構成する要素は以下のとおり。

＜農業生産＞

・適地適作

・在来種尊重

・多品種少量生産

・耕畜連携

・環境保全型農業（エコ農業）

＜担い手＞
・専業農家，法人経営体を中心に，兼業農家等
も含めた地域営農

・地域の消費者，および都市の消費者も農作業
に参画可能

＜農産物流通＞
・地産地消を中心としながら，原産地表示，独
自ブランドをもって広域流通にも対応

・産直，直売をも含めて多元的に販売
＜その他＞
・都市の消費者もグリーンツーリズム等で交流
・安全・安心システム
・食文化，地域文化
・景観
・食農教育，味覚教育
・福祉介護

（２）地産地消への取組み

野菜流通に占める量販店の割合は６１.２％

（９９年）にまで増加しているが，量販店の

これまでの価格優先の商品政策は品質重視

の政策へと転換しつつある。すなわちこれ

までの規模の経済によるセントラルバイイ

ング，大産地重視から，「鮮度改善」「物流

コスト削減」「柔軟な仕入価格の実現」「地

域性の発揮」重視へと転換しつつあ
（注
る。
11）

こ

れは前掲第１図の，より上にシフトしよう

としていることを示している。

この傾向は野菜・果実はもちろんのこと

基礎的食料である米についても，過剰生産

による販売競争激化にともない，品質等に

よる差別化が求められている。これをどう

やって育成していくかが問題となってく

る。各種ブランド米や鳥取の二十世紀ナシ

に代表されるような県全体での特産品化も

あるが，先に取り上げた事例では，いずれ

も農協単位での地産地消，地場販売をきわ

めて重視してい
（注
る。
12）

こうした傾向は全国的

にも見られるもので，輸入農産物が増加し，

しかも品質も向上する中で，国産とはいえ，

いきなり市場で高い評価を獲得することは

容易でなく，まず地元で評価を獲得し，こ

れをもとに市場へアピールしていくように

変わってきている。これが地産地消，自給

率向上や自給運動と結びつき，地域内での

“顔と顔の見える関係”を創出し，地域の

活性化をもたらしてきている。さらにこれ

がストーリー性を持つようになって，市場

なりスーパーで流通・販売していく大きな

武器となり，また量販店等の戦略ともつな

がりつつあるのである。そしてより広がり

をもった“顔と顔の見える関係”が，地域

に人を呼び，都市と農村との交流が広がっ

てきている。

もちろん，地産地消がいくら広がったと
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はいえ，ＪＡ兵庫六甲のような環境のとこ

ろを除けば１０％，２０％がせいぜいで，市場

流通へも依存せざるを得ず，流通の複線化，

多様な販売を行っていかざるを得ないので

あるが，同じ地場流通ではあっても，第２

図のように，その位置づけ，特にマーケテ

ィング戦略における位置づけは大きく変化

してきている。すなわち市場流通のために

も地場流通による評価獲得が必要な時代と

なってきているのである。

地産地消をすすめていくためには，在来

種を含めた多品目栽培が必要になるととも

に，直売施設の設置が不可欠となる。

（注11）「青果物をめぐる量販店の動向とＪＡの役
割」『月刊ＪＡ』03年4月号

（注12） 宮崎県では県全体で地産地消運動を展開
しており，都城市はこの中に「ウエルネス都城
産品推奨運動」を位置づけている。なお，県で
は牛肉を「宮崎牛」ブランドとしている。

（３）営農指導強化と多様な担い手による

生産体制構築

安全・安心で少量多品種栽培を可能にし

ていくためには，地域営農計画によって，

担い手と農地とをマッチングさせていくこ

とが必要となってくる。事例にも見るよう

に，専業農家，法人経営体に兼業農家や高

齢者等も含めての営農体制の整備が必要と

なる。

そして高品質で，環境保全型による生産

が可能となるよう専業農家の技術力・指導

力の活用をも含めた営農指導体制の強化が

必要であり，直売所や市場で自ら生産した

農産物がどのような評価を得ているのか，

把握可能なシステムの導入が求められる。

（４）契約生産・出荷を強調した系統共販

消費者の安全性志向や高品質な農産物へ

のニーズに対応していくことは，農業生産

の前提と化している。しかも安全面での不

備や偽装表示等の発生は，情報革命にとも

なって，発生した個人をはるかに超えて全

国の生産者へ影響を及ぼす時代となってい

る。

これまでの市場販売は無条件委託販売が

制度的に保障されており，これをベースに

系統共販が構築されてきた。これによって

農家は生産した農産物を農協に出荷すれ

ば，卸売市場まで運ばれて販売され，共同

計算によって精算された金額が，農協の貯

金口座に入金される仕組みとなっていた。

これによって農家は生産に集中することが
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でき，農協も生産者から市場につなぐこと

によって手数料収入を得ることができ，手

数料が販売事業の主な収益をなしてき
（注
た。
13）

しかしながら生産者による品質等のある程

度のバラツキは避けられず，高品質のもの

を生産・出荷しても，共同計算によりそれ

が評価・反映されにくい仕組みにもなって

おり，先進的な農家ほど不満を抱き，系統

外に出荷するきらいがあった。

販売環境は一変し，安全，高品質なもの

でなければ売れにくい時代となりつつあ

る。安全性確保，高品質確保は農協にとっ

て，今や至上命題であり，個別の農家が，

農協の指導をうけ，基準に沿った安全で高

品質のものを，出荷してきたかどうか厳密

にチェックし，基準に合致しないものは受

け付けるわけにはいかなくなってきてい

る。基準をクリアできない農家に対しては

重点的に営農指導を行い，これを早急にレ

ベルアップさせていくことになる。その意

味では，これまでの無条件委託販売から，

一定の基準をクリアしたもののみを受け付

ける契約生産・出荷への転換が求められて

いる。すなわち生産者は売れるものを作り，

農協は売れるもののみを取り扱う，言うな

れば真の意味での販売事業へと脱皮してい

く必要があるのである。

（注13） 農林水産省は，規制緩和による卸売市場
改革をねらいとして，「食品流通の効率化等に関
する研究会」を設け，03年4月にその最終報告書
をとりまとめた。
その主な内容は，委託手数料の自由化，卸が

スーパーなどに直接売る第三者販売，仲卸が卸
を通さず直接産地から買い付ける直接荷引など
の規制緩和促進，卸・仲卸の経営改善のため，
合併・統合の促進，仲卸への財務指標の導入，

等となっている。
手数料の自由化については準備期間を設け，

目標年次を明確にしたうえで推進することを求
めているが，今後，卸売市場法の改正等によっ
て，果たして卸売市場の活性化や流通コストの
削減が可能になるのかどうか，動向次第では市
場流通，ひいては物流全体が大きな影響を受け
かねないのである。

（５）システム化の戦略的構築と活用

ＪＡ甘楽富岡にみるように，営農情報が

しっかりと把握されていれば，計画出荷に

よる有利販売も可能となり，また農業資材

等購買事業も効率的に運営することができ

る。営農情報は有機認証なり，全農安心シ

ステム等の認証のための資料としての活用

も可能である。

さらには多元的な販売にかかる情報を蓄

積・整理することによって，これらを生産

にフィードバックさせるなど，システム化

を戦略的に仕組み，活用していくことが重

要である。

（６）消費者との連携と広報の強化

消費者重視がますます求められている

が，現実には消費者も多様で，安全性等よ

りも価格優先，農業にはほとんど関心を示

さない消費者も多い。

こうした消費者に農業を理解してもら

い，農業・農村好きになってもらうのも農

協の大きな役割である。

このための朝市，青空市等消費者への直

売機会の設置，料理教室，グリーンツーリ

ズム，農業体験等の消費者と交流する機会

を企画していくことが重要である。あわせ

てもっともっと食料・農業・農村について
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の消費者の理解を得るために，さまざまの

媒体，機会・場を利用しての情報発信が必

要である。

最近の多様な情勢と第２３回ＪＡ全国大会

組織協議案を踏まえて，販売事業を中心と

した系統経済事業の果たすべき役割・機能

について整理してきた。ここで総括的にい

くつかのことを述べておきたい。

第一に，安全・安心についての消費者の

信頼を取り戻すことが急務であり，まずは

農協系統グループあげてのコンプライアン

スの確立が求められる。そしてトレイサビ

リティの確立も重要であるが，安全で環境

にやさしい農業に取り組み，併行してその

生産工程管理を記帳していくことが信頼回

復のための前提条件であり，これに対応し

た営農指導体制の強化が急がれる。環境保

全型農業の推進と記帳運動の展開が農協の

最優先事項とならなければならない。

第二に，輸入農産物との競合が激しくな

るなか，マーケティングも価格重視から品

質重視へと転換しつつあり，単なる商品と

しての農産物販売だけでは消費者へのアピ

ールが難しくなり，“地域”を丸ごと売り

込んでいく時代，ストーリーを売り込んで

いく時代に変化してきている。今後ますま

すその傾向が強まっていくものと思われる

が，これに対応していくためには地域資源

を生かし，景観，食文化等を大事にすると

ともに，消費者とのコミュニケーション強

化が必要であって，地域特性を前面に押し

出した，地産地消による地域社会農業の展

開が求められる。こうした視点から販売事

業，営農指導の方向性を見直していくこと

が必要である。

第三に，地域社会農業では，出荷される

農産物が差別化されるだけでなく，個々の

生産農家も多様な取組みをすすめ，自主性，

自立性に富んだ個性的な生産農家によって

地域社会農業が担われるようになろう。そ

して生産農家は，一定の所得確保を前提に

しながら，所得プラス，面白く楽しいから

やる農業，都市との交流で賑わい，活気あ

る農村づくりを志向するようになってきて

いる。まさに，行政，商工会等とも一体と

なって，地域のコーディネーターとしての

農協の役割発揮が期待されるようになって

おり，ＪＡ兵庫六甲で検討されている地域

通貨に象徴されるように，農協のＮＰＯ的

行動が求められてもいるのである。

第四に，地域社会農業重視の経済事業見

直しは，系統共販の無条件委託販売から，

責任ある生産，責任ある販売を核とする仕

組みに変わらざるを得ないのであり，また

平等から公正を重視した事業運営への転換

が必要とされてこよう。

第五に，特色ある地域の農産物を軸にし

た農協間ネットワークの形成が求められて

きている。地産地消にこだわっても，品揃

えには限界があり，それぞれの特徴ある農

産物を相互に補完しあっていくことが，直

売所等の魅力を高め，差別化にもつながっ

てくるのである。
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なお，消費者，さらには一般の，系統農

協を見る目は厳しいが，経済事業，営農指

導事業に対してことさら厳しいように感じ

られる。これは裏返して言えば日本農業に

農協が与える影響力にはきわめて強いもの

があり，それだけに本来的な農協ならでは

の事業として経済事業，営農指導事業強化

についての期待が大きいということでもあ

ろう。農協がこうした危機を乗り越えてい

くことが，日本農業の再生のための必要条

件でもあるのである。
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